
平
成
十
二
年
自
治
省
令
第
五
号

地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
金
額
等
を
定
め
る
省
令

地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
に
規
定
す
る
自
治
省
令
で
定
め
る
金
額
等
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

第
一
条
の
二
　
令
本
則
の
表
八
の
項
の
３
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七

号
）
附
則
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
情
報
提
供
等
記
録
開
示
シ
ス
テ
ム
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
情
報
提
供
等
記
録
開
示
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
（
戸
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
の
発
行
又
は
令
本
則

の
表
八
の
項
の
６
の
除
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
の
発
行
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
自
動
的
に
特
定
し
た
当
該
戸
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
又
は
除
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
を

情
報
提
供
等
記
録
開
示
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
発
行
す
る
方
法
に
限
る
。
）
と
す
る
。

第
一
条
の
三
　
令
本
則
の
表
十
六
の
項
の
２
の
下
欄
の
浮
き
屋
根
を
有
す
る
特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令
第
五
十
五
号
。
以
下
次
条
及
び

第
二
条
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
四
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
構
造
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
と
す
る
。

第
一
条
の
四
　
令
本
則
の
表
十
六
の
項
の
２
の
下
欄
の
浮
き
蓋
付
き
の
特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
規
則
第
二
十
二
条
の
二
第
一
号
ハ
に
定
め
る
構
造
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
定
屋
外
貯
蔵
タ

ン
ク
と
す
る
。

第
二
条
　
令
本
則
の
表
十
七
の
項
の
２
の
下
欄
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

一
　
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
及
び
準
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
タ
ン
ク
本
体
並
び
に
基
礎
及
び
地
盤
（
地
中
タ
ン
ク
（
規
則
第
四
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
地
中
タ

ン
ク
を
い
う
。
）
に
係
る
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
及
び
準
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
あ
っ
て
は
タ
ン
ク
本
体
及
び
地
盤
、
海
上
タ
ン
ク
（
規
則
第
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
海
上
タ
ン
ク
を
い
う
。
）
に
係
る
特
定
屋
外

タ
ン
ク
貯
蔵
所
及
び
準
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
あ
っ
て
は
タ
ン
ク
本
体
及
び
定
置
設
備
（
規
則
第
四
条
第
三
項
第
六
号
の
二
に
規
定
す
る
定
置
設
備
を
い
う
。
）
（
定
置
設
備
の
地
盤
を
含
む
。
）
）
の
変
更
以
外
の
変
更
に
係
る

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
基
づ
く
変
更
の
許
可
の
申
請
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
変
更
許
可
申
請
」
と
い
う
。
）
に
係
る
審
査
の
場
合

二
　
岩
盤
タ
ン
ク
に
係
る
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
　
岩
盤
タ
ン
ク
の
タ
ン
ク
本
体
の
変
更
以
外
の
変
更
に
係
る
変
更
許
可
申
請
に
係
る
審
査
の
場
合

三
　
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
二
百
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
六
年
政
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七
項
に
規
定
す
る
旧
基
準
の
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
　
平
成
二
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
（
同
項
第
一
号
括
弧
書
に
掲
げ
る
旧
基
準
の
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
あ
っ
て
は
、
当
該
旧
基
準
の
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
お
け
る
危
険
物
の

貯
蔵
及
び
取
扱
い
を
再
開
す
る
日
の
前
日
。
こ
れ
ら
の
日
前
に
当
該
旧
基
準
の
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
構
造
及
び
設
備
が
六
年
政
令
附
則
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新
基
準
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
六
年
新

基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
適
合
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
）
ま
で
に
行
わ
れ
た
変
更
許
可
申
請
（
当
該
旧
基
準
の
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
構
造
及
び
設
備
を
六
年
新
基
準
に
適
合

さ
せ
る
た
め
の
も
の
、
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
に
係
る
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
浮
き
屋
根
に
係
る
も
の
並
び
に
前
条
に
規
定
す
る
特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
に
係
る
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
浮
き

蓋
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
審
査
の
場
合

四
　
六
年
政
令
附
則
第
七
項
に
規
定
す
る
旧
基
準
の
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
　
平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
（
同
項
第
二
号
括
弧
書
に
掲
げ
る
旧
基
準
の
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

に
あ
っ
て
は
、
当
該
旧
基
準
の
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
お
け
る
危
険
物
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
を
再
開
す
る
日
の
前
日
。
こ
れ
ら
の
日
前
に
当
該
旧
基
準
の
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
構
造
及
び
設
備
が
六
年
新
基
準
に
適
合

す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
適
合
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
）
ま
で
に
行
わ
れ
た
変
更
許
可
申
請
（
当
該
旧
基
準
の
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
構
造
及
び
設
備
を
六
年
新
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
の
も
の
、
第

一
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
に
係
る
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
浮
き
屋
根
に
係
る
も
の
並
び
に
前
条
に
規
定
す
る
特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
に
係
る
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
浮
き
蓋
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

に
係
る
審
査
の
場
合

五
　
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
三
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
十
一
年
政
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
旧
基
準
の
準
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
（
同
項
第
一
号

に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
　
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
同
項
第
一
号
括
弧
書
に
掲
げ
る
旧
基
準
の
準
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
あ
っ
て
は
、
当
該
旧
基
準
の
準
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
お
け
る
危
険
物
の
貯
蔵
及
び

取
扱
い
を
再
開
す
る
日
の
前
日
。
こ
れ
ら
の
日
前
に
当
該
旧
基
準
の
準
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
構
造
及
び
設
備
が
十
一
年
政
令
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
新
基
準
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
十
一
年
新
基
準
」
と
い
う
。
）
に

適
合
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
適
合
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
）
ま
で
に
行
わ
れ
た
変
更
許
可
申
請
（
当
該
旧
基
準
の
準
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
構
造
及
び
設
備
を
十
一
年
新
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
の

も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
審
査
の
場
合

第
三
条
　
令
本
則
の
表
二
十
一
の
項
の
２
の
下
欄
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
は
、
千
六
百
円
と
す
る
。

第
四
条
　
令
本
則
の
表
二
十
三
の
項
の
２
の
下
欄
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
は
、
千
六
百
円
と
す
る
。

第
五
条
　
令
本
則
の
表
百
四
の
項
の
そ
の
他
の
特
定
防
災
施
設
等
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
同
項
の
下
欄
の
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
金
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一
　
消
火
栓
を
有
し
、
か
つ
、
貯
水
槽
を
有
し
な
い
屋
外
給
水
施
設
（
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
に
お
け
る
特
定
防
災
施
設
等
及
び
防
災
組
織
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
自
治
省
令
第
十
七
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
消
火
用

屋
外
給
水
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
　
三
万
八
千
円
に
配
管
の
延
長
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
又
は
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
端
数
を
増
す
ご
と
に
八
千
五
百
円
を
加
え
た
金
額

二
　
貯
水
槽
を
有
し
、
か
つ
、
消
火
栓
を
有
し
な
い
屋
外
給
水
施
設
　
二
万
二
千
円
に
貯
水
槽
一
基
に
つ
き
四
千
五
百
円
を
加
え
た
金
額

三
　
消
火
栓
及
び
貯
水
槽
を
有
す
る
屋
外
給
水
施
設
　
四
万
六
千
円
に
配
管
の
延
長
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
又
は
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
端
数
を
増
す
ご
と
に
八
千
五
百
円
及
び
貯
水
槽
一
基
に
つ
き
四
千
五
百
円
を
加
え
た
金
額

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
四
日
自
治
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
二
月
二
日
総
務
省
令
第
一
二
号
）
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こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
〇
月
一
六
日
総
務
省
令
第
九
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
一
日
総
務
省
令
第
一
六
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
四
百
五
号
。
以
下
「
四
百
五
号
改
正
政
令
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
か
ら
三
ま
で
　
略

四
　
第
一
条
中
規
則
第
一
条
の
三
第
七
項
第
一
号
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
の
二
の
二
、
第
十
三
条
の
四
、
第
十
三
条
の
五
、
第
十
五
条
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
、

第
二
十
条
の
三
、
第
二
十
条
の
五
、
第
二
十
条
の
五
の
二
、
第
二
十
条
の
六
、
第
二
十
条
の
九
第
二
号
、
第
二
十
条
の
十
、
第
二
十
一
条
の
二
、
第
二
十
一
条
の
三
、
第
二
十
一
条
の
四
、
第
二
十
一
条
の
六
及
び
第
二
十
二
条
第

一
項
の
改
正
規
定
、
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
六
中
「
第
十
一
条
第
四
項
」
を
「
第
十
一
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
を
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
八
と
す
る
改
正
規
定
、
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
五
中
「
第
十
一
条
第
三
項
」

を
「
第
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
七
と
す
る
改
正
規
定
、
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
四
中
「
第
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
六
と

す
る
改
正
規
定
、
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
三
中
「
第
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
五
と
す
る
改
正
規
定
、
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
二
中
「
第
十
一
条
第
三
項
」
を

「
第
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
四
と
す
る
改
正
規
定
、
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
条
を
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
三
と
す
る
改
正
規
定
、
規
則
第
二
十
二
条
の
次
に
二
条
を
加
え

る
改
正
規
定
、
規
則
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
二
条
の
三
の
二
、
第
二
十
二
条
の
三
の
三
、
第
二
十
二
条
の
四
、
第
二
十
二
条
の
八
、
第
二
十
二
条
の
九
、
第
二
十
二
条
の
十
、
第
二
十
四
条
の
二
の
七
、
第
二
十
四
条

の
二
の
八
及
び
第
二
十
四
条
の
九
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
第
三
条
中
地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
金
額
等
を
定
め
る
省
令
（
以
下
「
手
数
料
省
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の

二
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
手
数
料
省
令
第
二
条
第
三
号
及
び
第
四
号
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
九
条
　
四
百
五
号
改
正
政
令
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四

年
四
月
一
日
）

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
六
日
総
務
省
令
第
八
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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